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本
書
は
、
現
在
ト
ロ
ン
ト
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
ガ
ー
ス
ン
氏

が
一
九
六
七
年
、
ロ
ソ
ド
ソ
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
論
文
．
．
諸
。
猫
賦
。

窯
凪
。
。
o
昌
い
鈴
多
出
一
円
島
①
貯
罵
塊
謎
。
。
げ
菊
Φ
回
帰
賦
。
蕊
三
鋳
O
げ
貯
斜
H
Q
。
念

－
回
。
。
①
㎝
．
、
、
を
圧
縮
し
て
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
よ

り
刊
行
さ
れ
て
い
る
頃
㊤
二
号
α
国
許
げ
》
忽
§
鷺
○
嵩
。
σ
q
「
9
げ
ω
と
い
う
シ

リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
発
蓑
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
馬
は
、
当
該
段
階
の
中
英
関
係
に
重
要
な
役
回
を
演
じ
た
英
国
人
ホ
レ
イ

シ
オ
・
ネ
ル
ソ
ン
・
レ
イ
の
公
的
活
動
を
年
譜
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
彼
の
生
き
た
一
九
世
紀
中
葉
に
お
け
る
中
英
関
係
に
も
考
察
を
煎
え
て

い
る
。

　
古
く
十
七
世
紀
以
来
綿
々
と
続
い
て
ぎ
た
中
英
関
係
は
、
一
八
三
三
年
に

英
国
東
イ
ン
ド
会
社
の
対
中
国
貿
易
独
占
権
が
廃
止
さ
れ
る
に
及
び
、
新
た

な
る
段
階
を
迎
え
た
。
し
か
し
、
英
国
の
対
中
国
貿
易
（
特
に
綿
製
吊
輪
出
）

は
そ
の
期
待
に
反
し
て
伸
び
悩
み
、
非
合
法
な
ア
ヘ
ン
貿
易
で
か
ろ
う
じ
て

帳
尻
決
済
を
行
な
う
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
結
局
、
ア
ヘ
ン
厳
禁
政
策
を

採
っ
た
清
朝
中
国
と
武
力
衝
突
を
惹
趣
し
（
ア
ヘ
ン
戦
争
。
ガ
ー
ス
ソ
氏
は

「
第
一
次
中
英
戦
争
」
と
呼
ぶ
。
）
、
そ
の
結
果
締
結
さ
れ
た
爾
京
条
約
（
一

入
四
二
年
）
は
伝
統
的
な
広
東
公
行
制
度
に
終
止
符
を
う
ち
、
開
港
場
も
上

海
な
ど
五
港
に
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
南
京
条
約
後
に
お
け
る
中
英
関
係
は
、

撰
外
運
動
の
熾
ん
な
広
東
と
、
対
外
貿
易
が
飛
躍
的
に
発
展
す
る
上
海
と
に

代
表
さ
れ
る
二
面
を
有
し
な
が
ら
、
全
体
的
に
は
対
中
国
関
係
に
お
け
る
所

期
の
好
転
は
み
ら
れ
ず
、
こ
こ
に
一
八
五
〇
年
代
の
両
国
関
係
は
第
二
の
武

力
衝
突
（
ア
ロ
ー
戦
争
）
へ
の
序
曲
を
奏
で
始
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
が
レ
イ
の
登
場
す
る
歴
史
の
舞
台
で
あ
る
。
幾
は
豪
該
段
階
に
お
け

る
中
英
関
係
の
全
般
的
な
粋
組
み
を
構
築
す
る
に
際
し
て
、
鵠
夢
蝉
鷺
。
撰
ρ

寒
縣
ミ
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職
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。
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瓠
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。
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ρ
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ぎ
器
げ
墜
お
切
ω
）

な
ど
の
古
典
的
研
究
を
参
照
さ
れ
て
お
り
、
本
書
を
単
な
る
伝
記
物
に
終
ら

せ
る
こ
と
な
く
、
ン
イ
の
歴
史
的
役
割
の
解
朗
を
通
し
て
中
英
関
係
全
般
に

説
き
及
ん
で
い
る
。

　
以
下
本
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
前
に
、
本
書
の
戸
別
構
成
を
ま
ず
記
し
て

お
こ
う
。

　
序
　
　
説

　
第
一
章
　
初
期
の
影
響

　
第
二
章
　
女
王
毒
煙
の
公
務
へ
の
参
加
、
一
八
四
七
1
一
八
五
四

　
第
三
章
　
女
王
陛
下
の
公
務
に
お
い
て
i
第
二
段
階
、
一
八
五
四
一
一

　
　
　
　
r
八
五
五
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第
四
章
　
中
国
皇
帝
へ
の
奉
仕
、
　
一
八
五
五
1
一
八
五
八

第
五
章
　
二
人
の
主
人
に
仕
え
て
一
躍
一
段
階
、
　
八
五
八
…
一
八
五

　
　
　
　
九

　
第
穴
章
　
二
人
の
主
人
に
仕
え
て
1
第
二
段
階
、
一
八
五
九
一
一
八
六

　
　
　
　
　
一

　
第
七
章
　
二
人
の
憲
人
に
仕
え
て
1
第
三
段
階
、
一
八
六
一
一
一
八
六

　
　
　
　
　
二

　
第
八
章
　
本
国
に
お
け
る
主
人
と
し
て
の
奉
仕
者
、
一
八
六
二

　
第
九
章
　
主
人
の
い
な
い
奉
仕
者
、
一
八
六
三
－
一
八
六
四

第
十
章
結
　
　
　
語

　
以
上
の
章
別
構
成
で
分
る
よ
う
に
、
氏
は
レ
イ
の
公
的
活
動
を
年
代
順
に
、

か
つ
誰
（
何
処
）
に
仕
え
て
い
た
か
を
基
準
に
区
切
っ
て
、
考
察
を
進
め
て

い
る
。
　
〈
序
説
〉
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
　
〈
第
一
章
〉
よ
り
順
を

お
っ
て
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
〈
第
一
章
〉
は
レ
イ
の
父
で
あ
る
G
・
T
・
レ
イ
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

い
る
。
科
学
者
で
あ
り
、
ま
た
伝
導
師
で
も
あ
っ
た
彼
の
父
は
、
ア
ヘ
ン
戦

争
処
理
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
英
国
全
権
ポ
ッ
テ
ィ
ソ
ジ
ャ
ー
の
通
訳
官
と
し

て
中
国
に
渡
り
、
以
後
広
東
・
福
州
・
慶
門
の
領
事
を
歴
任
し
た
。
そ
の
聞

レ
イ
は
英
国
の
ミ
ル
・
ヒ
ル
・
ス
ク
ー
ル
（
窯
巳
麟
田
ω
o
げ
o
o
｝
）
で
学
ん
で

い
た
が
、
一
八
四
五
年
十
一
月
面
が
厘
門
で
風
土
病
に
か
か
っ
て
死
ん
だ
た

め
、
英
国
で
の
彼
の
学
業
生
活
は
同
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
休
暇
で
終
り
を
告
げ

た
の
で
あ
る
。

　
〈
第
二
章
〉
は
レ
イ
の
中
圏
行
き
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
一
家
の
長
男

で
あ
っ
た
彼
は
、
職
を
求
め
て
一
八
四
七
年
七
月
香
港
に
到
着
し
、
有
名
な

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
導
師
ギ
ュ
ツ
ラ
フ
（
G
・
T
・
レ
イ
と
面
識
が
あ
っ
た
。
）

の
も
と
で
中
国
語
の
学
習
を
開
始
す
る
。
時
に
レ
イ
は
弱
冠
十
五
歳
で
あ
っ

た
。
一
八
四
九
－
五
四
年
の
問
、
主
に
覆
港
で
通
訳
官
と
し
て
勤
務
し
た
彼

は
、
着
実
に
そ
の
語
学
力
を
進
歩
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
半
面
、
一
般
的

な
知
的
水
準
・
社
会
的
品
位
に
お
い
て
は
た
い
し
た
成
長
も
み
せ
ず
、
独
立

独
行
、
社
会
か
ら
孤
立
す
る
樵
格
を
強
め
た
彼
に
は
、
自
分
と
興
味
を
異
に

す
る
人
間
の
見
方
を
理
解
で
き
な
い
欠
点
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
〈
第
三
章
〉
は
上
海
に
お
け
る
レ
イ
の
活
動
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

香
港
総
督
兼
貿
易
監
督
官
ボ
ウ
リ
ン
グ
の
支
持
を
得
た
レ
イ
は
、
彼
の
若
さ

と
経
験
不
足
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ウ
ェ
ー
ド
の
後
任
と
し
て
（
ウ
ェ
ー
ド
は

初
代
の
爽
国
代
表
税
務
司
と
な
っ
た
。
）
、
上
海
副
領
事
代
理
に
昇
進
す
る

（一

ｪ
五
四
年
）
。
太
平
軍
の
接
近
、
上
海
小
刀
会
の
乱
な
ど
、
こ
の
蒋
期
の

上
海
情
勢
は
非
常
な
危
機
を
孕
ん
で
い
た
が
、
レ
イ
は
江
蘇
巡
撫
吉
爾
杭
阿

ら
清
覇
官
僚
と
接
触
し
、
英
国
の
対
中
国
政
策
が
親
「
清
朝
」
化
し
て
い
く

な
か
で
、
「
中
英
双
方
の
大
官
の
共
鳴
板
」
（
四
六
頁
）
と
し
て
籔
感
視
さ
れ

る
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
、
一
八
五
四
年
に
創
設
さ
れ
た
外
人
税
務

司
制
度
に
反
対
す
る
上
海
在
住
商
人
は
、
上
海
領
事
オ
ル
コ
ッ
ク
と
税
務
司

ウ
ェ
ー
ド
と
の
間
に
介
在
す
る
レ
イ
へ
執
拗
な
攻
撃
を
行
な
っ
た
。
加
え
て

彼
の
異
例
の
昇
進
は
彼
に
対
す
る
賞
讃
と
共
に
憎
悪
を
も
生
み
だ
し
、
特
に

仲
間
う
ち
で
の
彼
の
評
判
は
悪
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
蒔
期
に
お
い
て
レ
イ

は
職
集
的
経
験
を
豊
か
に
し
た
が
、
社
会
的
な
円
熟
さ
を
身
に
つ
け
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
〈
第
四
章
〉
で
は
レ
イ
が
ウ
ェ
ー
ド
の
後
を
継
い
で
税
務
司
と
な
る
ま
で

の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
事
に
関
し
て
ボ
ウ
リ
ン
グ
は
、
彼
の

若
さ
と
経
験
不
足
を
理
由
に
ジ
ン
ジ
ェ
ル
（
○
ぎ
σ
q
o
ε
を
推
挙
し
て
い
た
が
、

オ
ル
コ
ッ
ク
、
ウ
ェ
ー
ド
、
並
び
に
吉
島
杭
阿
、
藍
蔚
婁
（
暑
理
上
海
道
台
）
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ら
英
清
双
方
の
官
僚
の
支
持
・
推
薦
を
受
け
た
レ
イ
は
、
一
八
五
五
年
六
月
、

二
代
属
の
英
国
代
表
税
務
司
と
な
っ
た
。
彼
の
傲
漫
さ
・
横
柄
さ
が
こ
の
制

度
を
め
ぐ
る
支
持
者
と
反
対
老
と
の
対
立
を
悪
化
さ
せ
は
し
た
が
、
彼
は
批

難
の
前
に
あ
く
ま
で
も
受
身
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
、
〈
第
一
章
〉
か
ら
く
第
四
章
〉
ま
で
を
紹
介
し
た
が
、
こ
の
期
間

に
お
け
る
レ
イ
の
活
動
は
従
来
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

氏
は
こ
れ
ら
の
事
実
を
、
外
務
省
の
誕
録
文
書
は
勿
論
の
こ
と
、
伝
灘
協
会

に
保
存
さ
れ
て
い
る
記
録
類
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
に
い
る
レ
イ
の
子
孫
た

ち
が
保
管
し
て
い
る
書
信
類
を
渉
猟
し
て
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
四
章
を
読
ん
で
ま
ず
気
付
く
こ
と
は
、
氏
が
レ
イ
の
人
格
形
成
に
つ

い
て
懐
い
て
い
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
で
あ
る
。
特
に
レ
イ
の
受
け
た
教
育
に

つ
い
て
は
随
所
で
触
れ
て
お
り
、
か
か
る
心
理
的
側
面
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
本
書
を
一
貫
し
て
い
る
大
き
な
特
色
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
こ
の
欝
欝
に
お
け
る
最
も
重
要
な
事
件
で
あ
る
上
海
の
外
人
税
務

司
調
度
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
一
八
五
四
年
、
上
海
県
城
が
小
刀
会
に

占
領
さ
れ
て
海
関
機
能
が
停
止
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
結
果
、
上
海
尊
台
呉

健
彰
と
英
國
上
海
領
極
帯
ル
コ
ヅ
ク
と
の
闘
で
結
ば
れ
た
協
定
に
よ
り
、
海

関
白
丁
を
外
人
税
務
司
に
委
任
す
る
制
度
が
で
き
あ
が
っ
た
。
外
人
税
務
司

に
は
英
国
、
満
腹
、
米
国
よ
り
各
一
名
が
任
命
さ
れ
た
が
、
対
中
国
貿
易
規

模
の
最
も
大
き
く
、
ま
た
中
国
語
に
堪
能
な
英
国
代
表
ウ
ェ
ー
ド
が
主
導
的

役
割
を
撮
っ
た
。
レ
イ
は
ウ
ェ
ー
ド
の
後
任
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
税
務
司

制
度
の
確
立
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ウ
ェ
ー
ド
の
方
に
功
績
が
あ
っ
た
と
氏
は

論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
　
「
レ
イ
は
清
朝
の
不
正
規
な
官
僚
で
あ
る
と
同
時
に
、

英
国
政
府
の
非
公
式
な
政
治
外
交
機
関
と
し
て
ボ
ウ
リ
ン
グ
に
使
わ
れ
た
。
」

　
（
六
七
頁
）
と
述
べ
、
レ
イ
（
外
人
税
務
司
）
の
役
割
の
二
薗
性
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
レ
イ
は
勿
論
の
こ
と
、

嶺
時
の
在
中
選
英
国
官
僚
た
ち
の
昇
進
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
、
各
ポ
ス

ト
の
俸
給
額
を
あ
げ
な
が
ら
興
味
深
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
紹
介
を
続
け
よ
う
。
〈
第
五
輩
〉
で
は
ア
ロ
ー
戦
争
後
に
行
な
わ
れ
た
天

津
条
約
交
渉
並
び
に
上
海
税
率
会
議
で
の
レ
イ
の
活
動
を
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
レ
イ
が
英
国
全
権
エ
ル
ギ
ン
に
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
交
渉
に
抜
擢

さ
れ
た
背
後
に
は
、
ウ
ェ
ー
ド
、
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
（
エ
ル
ギ
ン
の
秘
書
）
、
ジ

ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ
セ
ス
ン
商
会
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
パ
ー
セ
バ
ル
ら
の
推

薦
と
、
上
海
道
台
薄
暑
ら
清
朝
官
僚
の
支
持
が
あ
っ
た
。
こ
の
．
縛
期
の
レ
イ

の
活
動
の
う
ち
最
も
際
立
ち
、
か
つ
彼
の
名
を
羅
か
し
た
も
の
は
、
天
津
条

約
交
渉
に
お
い
て
清
朝
側
の
代
表
賞
勲
に
、
彼
が
十
余
年
前
に
書
い
た
外
團

人
を
侮
蔑
し
た
上
奏
文
を
つ
き
つ
け
て
交
渉
の
場
か
ら
排
除
し
、
結
局
、
服

毒
慮
殺
の
窮
地
に
お
い
や
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
事
件
の
歴
史
的
意

義
に
つ
い
て
深
く
追
究
さ
れ
て
い
な
い
が
、
既
に
宮
崎
欝
定
氏
（
「
英
仏
連
合

軍
の
北
京
侵
入
事
件
－
特
に
主
戦
論
と
平
和
論
i
」
東
亜
研
究
欄
干
第

二
四
号
、
～
九
三
三
年
、
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
四
に
再
録
）
、
坂
野
正
高
氏

（「

w
総
理
衙
門
』
設
立
の
背
景
」
e
ω
⇔
、
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
一
巻
第

四
男
、
同
第
五
号
、
第
五
二
巻
第
三
号
、
一
九
五
二
一
五
三
年
）
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
事
件
は
、
北
京
政
府
内
部
の
「
主
戦
派
」

に
連
な
る
替
英
を
交
渉
の
場
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
桂
良
（
清
朝
側

代
表
の
ひ
と
り
）
ら
「
和
平
派
」
の
立
場
を
強
化
す
る
効
果
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
る
。
な
お
、
上
海
税
劉
会
議
で
の
レ
イ
の
活
動
は
天
津
条
約
交
渉
ほ

ど
目
立
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
各
口
㎜
鼠
に
関
す
る
従
価
五
％
の
従
量
税

の
決
定
に
は
税
務
司
レ
イ
の
実
務
知
識
が
大
き
く
物
を
言
っ
た
。
そ
し
て
以

上
の
外
交
交
渉
を
終
え
た
レ
イ
は
「
中
国
に
お
い
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
外
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国
人
の
一
人
に
な
っ
た
」
　
（
九
二
頁
）
の
で
あ
る
。

　
こ
の
章
で
氏
は
、
附
属
通
商
規
興
で
取
極
め
ら
れ
た
ア
ヘ
ン
貿
易
の
合
法

化
に
つ
い
て
、
こ
の
決
定
が
ま
っ
た
く
清
朝
側
の
独
断
で
あ
り
、
英
国
が
武

力
で
合
法
化
を
強
い
た
と
い
う
非
難
は
基
本
的
に
誤
り
で
あ
る
と
論
じ
て
い

る
。
確
か
に
こ
の
時
期
の
清
朝
政
府
は
財
政
補
瞑
の
傘
地
か
ら
ア
ヘ
ン
合
法

化
が
も
た
ら
す
税
収
入
を
考
慮
し
て
い
た
。
し
か
し
、
英
国
が
一
八
五
四
年

に
試
み
た
条
約
改
正
交
渉
以
来
一
貫
し
て
ア
ヘ
ン
貿
易
の
合
法
化
を
要
求
し

て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
英
國
の
潔
白
を
結
論
す
る
の
は
や
は
り
無

理
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
〈
第
六
章
〉
は
レ
イ
が
初
代
の
総
税
務
司
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
、
賜
暇
帰

国
す
る
ま
で
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
上
海
で
行
な
わ
れ
て
い
た
外
人

税
務
司
制
度
は
天
津
条
約
附
属
通
商
規
則
に
よ
り
全
開
港
場
に
適
用
さ
れ
、

そ
れ
ら
の
税
務
司
を
統
轄
す
る
総
税
務
司
が
設
置
さ
れ
た
。
税
務
司
で
あ
っ

た
レ
イ
が
こ
の
地
位
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
あ
る
意
味
で
当
然
で
あ
る
が
、
両

江
総
督
何
心
清
ら
の
支
持
が
こ
の
入
事
を
決
定
的
に
し
た
。
税
務
司
制
度
は

エ
ル
ギ
ソ
ら
の
強
い
支
持
を
得
な
が
ら
も
、
他
方
に
は
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
・
マ

セ
ス
ン
商
会
を
は
じ
め
と
す
る
在
中
国
商
人
の
根
強
い
反
対
が
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
反
対
運
動
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
た
レ
イ
は
、
非
難
に
対
し
て
「
意
地

悪
く
報
復
駒
な
態
度
」
　
（
…
一
九
頁
）
で
応
酬
し
た
と
い
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
天
津
条
約
の
批
准
に
対
す
る
清
朝
側
の
拒
絶
は
英
仏
連

合
軍
の
北
京
侵
入
纂
件
（
一
八
六
〇
年
）
を
惹
起
し
た
が
、
こ
の
際
に
は
レ

イ
は
連
合
軍
に
参
加
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
虜
は
、
英
国
金
権
エ
ル
ギ
ソ
が

通
訳
官
に
は
パ
…
ク
ス
を
選
び
、
レ
イ
を
清
朝
側
の
相
談
役
に
残
し
て
お
き

た
か
っ
た
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
英
仏
連
合
軍
の
北
京
侵
入
事
件
は
乾
京
条
約
の
締
結
と
な
り
、
以
後
中
英

関
係
は
一
見
「
協
調
的
」
な
蒔
期
を
迎
え
る
。
そ
こ
で
さ
し
あ
た
っ
て
関
連

す
る
の
は
総
理
衙
門
の
設
立
（
一
八
六
一
年
一
月
）
で
あ
る
。
外
務
省
の
前

身
と
も
い
う
べ
き
こ
の
機
関
が
設
立
さ
れ
る
や
、
総
税
務
司
は
こ
の
機
関
に

附
属
し
、
あ
ら
た
め
て
レ
イ
が
総
税
務
瑚
に
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
レ
イ
は
一
八
五
九
年
置
上
海
に
お
け
る
対
太
平
軍
防
衛
戦
で
負
傷
し
た

が
、
こ
の
時
点
で
病
気
療
養
の
た
め
と
称
し
て
一
時
帰
国
す
る
。
彼
の
帰
国

の
理
由
に
関
し
て
氏
は
、
そ
れ
が
単
な
る
病
気
療
養
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

主
な
原
因
は
、
清
朝
の
余
命
が
幾
許
も
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
か
か
る

王
朝
に
コ
ミ
ッ
ト
し
す
ぎ
る
こ
と
を
躍
躇
し
た
こ
と
に
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

ま
た
、
外
人
税
務
司
制
度
を
本
国
政
府
に
説
明
し
た
い
と
い
う
気
持
、
な
が

ら
く
離
れ
て
い
た
母
や
西
欧
世
界
へ
の
思
慕
、
結
婚
ま
も
な
い
妻
へ
の
思
い

や
り
な
ど
も
影
響
が
あ
っ
た
と
説
困
し
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
帰
国
し
た
レ
イ
に
は
彼
の
人
生
を
大
き
く
左
右
す
る
事
件
が
発

生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
レ
イ
・
オ
ズ
ボ
…
ソ
艦
隊
事
件
」
で
あ
る
。
　
〈
第

七
章
〉
よ
り
く
第
九
章
〉
は
こ
の
事
件
の
経
過
を
詳
細
に
跡
づ
け
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
以
下
こ
の
三
章
を
一
括
し
て
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
既
に
一
八
五
六
年
段
階
で
レ
イ
は
税
務
司
に
附
属
す
る
小
艦
隊
の
必
要
性

を
唱
え
て
い
た
が
、
彼
の
帰
八
事
、
中
耳
に
お
い
て
総
理
衙
門
と
ロ
バ
ー
ト

・
ハ
ー
ト
（
総
税
務
司
代
理
）
と
の
間
で
、
西
洋
式
の
小
艦
隊
を
編
成
し
太

平
軍
鎮
圧
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
計
画
が
立
案
さ
れ
た
。
こ
の
計
画
は
太
平

軍
の
寧
波
占
領
（
一
八
六
｝
年
十
二
月
）
に
刺
激
さ
れ
て
皇
帝
の
裁
可
を
得
、

実
行
に
移
さ
れ
る
が
、
ハ
…
ト
は
こ
の
艦
隊
の
編
成
を
帰
国
中
の
レ
イ
に
依

頼
し
た
。
帰
国
後
の
レ
イ
は
あ
ま
り
霞
立
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の

委
頼
を
受
け
る
や
稜
極
的
に
政
府
各
官
庁
と
の
連
絡
を
は
か
り
、
計
画
の
遂

行
に
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
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評書

意
は
レ
イ
と
外
務
省
・
海
軍
省
等
と
の
折
衝
を
詳
し
く
跡
づ
け
て
い
る
。
結

局
、
災
国
政
府
…
の
許
可
を
得
、
レ
イ
は
具
体
的
な
艦
隊
編
成
に
着
手
す
る
が
、

他
方
ア
ロ
ー
戦
争
中
面
識
を
も
っ
た
海
軍
大
佐
オ
ズ
ボ
ー
ン
を
艦
隊
の
司
令
「

官
に
招
き
、
以
後
こ
の
二
人
が
編
成
の
任
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
艦
隊
を
「
レ

イ
・
オ
ズ
ボ
ー
ン
艦
隊
」
と
名
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。

　
艦
隊
事
件
に
関
す
る
欧
米
の
研
究
に
は
、
前
掲
の
モ
…
ス
、
ラ
イ
ト
両
氏

の
研
究
の
ほ
か
｝
幽
ピ
．
男
帥
毛
麟
霧
。
詳
・
、
日
プ
。
団
僻
団
－
○
ω
げ
。
話
調
。
怠
｝
一
節
．
、
、

℃
ρ
膨
霞
ω
o
づ
O
露
昌
9
・
噛
腿
（
O
勲
営
ぴ
宿
罪
σ
q
◎
題
霧
。
。
霧
げ
易
㊦
窪
ρ
H
繍
O
Y
同

O
ミ
蓉
、
恥
曽
ミ
誌
鳶
誉
臓
寒
撫
§
N
b
ミ
ミ
愚
ミ
§
さ
日
。
。
ω
㊤
一
μ
。
。
り
朝
●
（
O
騨
臼
－

勲
爵
σ
Q
ρ
累
霧
。
・
㊤
o
げ
島
9
峠
ω
智
6
鶏
）
が
あ
り
、
ガ
…
ス
ソ
氏
も
そ
れ
ら
の
諸

研
究
を
参
照
さ
れ
て
お
り
、
と
り
た
て
て
ユ
ニ
ー
ク
な
見
解
を
堤
起
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
氏
が
明
ら
か
に
し
た
レ
イ
と
ハ
ー
ト
と
の
対
立
に

つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
興
味
深
い
。
す

な
わ
ち
、
レ
イ
は
帰
国
に
際
し
て
、
香
港
政
庁
の
H
・
T
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
を

ハ
ー
ト
と
対
等
と
い
う
条
件
で
上
海
の
税
務
司
に
勧
誘
し
た
。
ハ
ー
ト
は
こ

れ
に
対
し
て
、
権
威
と
責
任
を
分
か
つ
処
置
で
あ
る
と
の
理
曲
か
ら
不
服
を

申
し
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
ハ
ー
ト
と
レ
イ
と
の
聞
に
軋
礫
が
生

じ
、
そ
れ
が
艦
隊
事
件
の
経
過
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
。

　
艦
隊
は
一
八
六
三
年
五
月
中
圏
に
回
航
し
た
が
、
そ
の
指
揮
権
を
め
ぐ
っ

て
清
朝
側
と
レ
イ
、
オ
ズ
ボ
ー
ン
と
の
間
に
意
見
の
対
立
が
生
ま
れ
、
結
局
、

艦
隊
は
製
靴
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
清
朝
側
の
態
度
を
決
定
し
た
の
は
、

両
江
総
督
曾
国
藩
、
江
蘇
巡
緯
書
鴻
章
の
意
見
で
、
艦
隊
は
あ
く
ま
で
も
彼

ら
の
指
揮
下
に
置
か
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
レ
イ
と

オ
ズ
ボ
ー
ン
は
艦
隊
の
出
航
を
晶
嗣
に
、
十
一
ニ
ケ
条
の
嗣
意
書
を
取
【
り
交
わ
し
、

艦
隊
は
オ
ズ
ボ
ー
ン
の
指
揮
下
に
畳
か
れ
、
そ
の
命
令
は
皇
帝
か
ら
レ
イ
を

通
し
て
オ
ズ
ボ
ー
ン
に
伝
達
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
双
方

の
異
な
る
決
定
が
妥
協
点
を
見
出
せ
な
い
う
ち
に
、
艦
隊
は
解
散
さ
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
レ
イ
は
中
英
双
方
か
ら
見
放
さ
れ
た
恰
好
に
な
り
、

結
周
は
レ
イ
の
総
税
務
司
罷
免
と
い
う
事
態
を
招
来
し
た
の
だ
が
、
氏
は
事

件
の
心
任
を
す
べ
て
レ
イ
に
帰
す
る
よ
う
な
従
来
の
見
解
に
疑
問
を
い
だ
き
、

こ
の
問
題
を
再
検
討
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
三
ケ
条
の
同
意
書
が
清

朝
側
の
承
認
を
得
る
か
否
か
を
確
認
し
な
か
っ
た
レ
イ
に
は
勿
論
責
任
が
あ

る
と
し
て
も
、
レ
イ
と
連
絡
を
と
っ
て
い
た
ハ
ー
ト
の
怠
慢
、
レ
イ
の
権
威

の
限
界
を
知
り
な
が
ら
最
後
ま
で
貴
書
を
の
が
れ
、
事
件
後
に
は
無
節
操
な

レ
イ
批
判
を
行
な
っ
た
戸
数
公
使
ブ
ル
ー
ス
と
英
國
政
府
、
そ
し
て
外
国
人

を
操
縦
で
き
な
い
と
知
る
や
一
変
し
て
計
画
を
拒
絶
し
て
し
ま
っ
た
清
朝
中

央
官
僚
の
偽
装
に
対
し
て
も
問
貰
す
べ
き
点
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
　
〈
第

九
章
〉
は
事
件
の
賠
償
問
題
に
触
れ
て
終
る
。

　
以
上
が
艦
隊
事
件
を
取
扱
っ
た
三
章
の
概
略
で
あ
る
が
、
次
に
筆
者
が
気

付
い
た
こ
と
を
若
干
述
べ
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
更
料
の
問
題
で
あ
る
。
氏
は
「
艦
隊
計
画
は
記
録
さ
れ
た

清
朝
下
僚
間
で
の
論
議
を
持
つ
主
題
で
は
な
か
っ
た
」
　
（
一
七
四
頁
）
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
清
朝
側
の
史
料
と
し
て
氏
が
『
簿
辮
照
門
始
末
』

し
か
観
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
解
で
あ
り
、
闘
、
海
防
鱈
』
（
中
央
研
究

院
近
代
史
研
究
所
、
台
北
、
　
九
五
七
年
）
に
は
、
こ
の
計
画
が
清
朝
官
僚

悶
で
活
発
に
論
議
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
得
る
多
く
の
史
料
が
存
す
る
。
境
に

鼠
実
強
氏
は
『
海
防
楼
廉
を
駆
使
し
て
『
中
国
早
期
的
輪
船
経
営
』
　
（
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
台
北
、
一
九
六
二
年
）
な
る
研
究
を
発
表
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
中
で
艦
隊
事
件
に
も
触
れ
て
い
る
。
前
述
の
諸
氏
の
う
ち
で
は
、
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ロ
…
リ
ソ
ソ
ソ
磯
が
呂
氏
の
こ
の
研
究
を
参
照
さ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ガ
ー
ス
ン
氏
も
〈
第
七
章
〉
註
七
一
で
、
質
…
リ
ソ
ソ
ソ
氏
の
研
究
に
触
れ

な
が
ら
、
　
「
あ
る
新
し
い
史
料
」
の
存
在
を
み
と
め
て
い
る
が
、
『
海
防
蟷
』

そ
の
も
の
に
は
あ
た
っ
て
お
ら
れ
ず
、
そ
の
点
手
常
に
残
念
で
あ
る
。

　
次
に
艦
隊
事
件
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
聞
題
は
嶺
該

段
階
の
中
黒
関
係
を
如
何
に
把
握
す
る
か
と
い
う
根
本
問
題
に
関
わ
る
の
で
、

後
圓
し
に
し
て
お
い
た
〈
序
説
〉
並
び
に
〈
第
十
章
〉
結
語
を
参
考
し
な
が

ら
解
説
し
よ
う
。

　
氏
は
く
序
説
V
に
お
い
て
当
該
段
階
の
中
英
関
係
を
相
異
な
る
「
体
制
」

の
衝
突
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
的
な
満
洲
清
朝
と
西
洋
的

な
英
国
と
の
対
立
で
あ
る
。
し
か
も
日
の
出
の
勢
い
に
あ
っ
た
英
国
に
比
し

て
、
清
朝
は
下
り
坂
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
異
な
る
体
制
間
の
相
互

理
解
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
の
結
果
生
ず
る
摩
擦
、
軋
櫟
こ
そ
が
諸
々

の
対
立
、
紛
争
（
こ
の
中
に
は
ア
ヘ
ン
戦
争
も
含
ま
れ
る
）
の
主
因
を
な
し

た
と
い
う
。
そ
こ
で
絹
互
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
外
国
が
清
朝
に
な
ん

ら
か
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
例
え
ば
外
人
税

務
司
制
度
で
あ
り
、
か
か
る
歴
史
的
任
務
を
帯
び
た
典
型
的
な
人
物
が
レ
イ

で
あ
る
と
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
中
国
近
代
史
理
解
一
そ
れ
は
従
来
の
欧
米
に
お
け
る
研
究
が
異

口
同
音
に
主
張
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
一
が
確
か
に
否
定
で
き
な
い
一

面
で
あ
る
と
し
て
も
、
近
代
申
国
の
歩
ん
だ
歴
史
（
当
面
、
半
植
民
地
化
過

程
）
と
の
関
連
か
ら
考
え
た
場
合
、
か
か
る
主
張
の
曖
昧
さ
を
指
摘
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
例
え
ば
、
氏
の
見
解
で
は
ア
ヘ
ン
は
清
朝
側
の
効
果
の
な
い
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
大
量
に
流
入
し
た
と
い
う
事
実
の
み
が
叙
述
さ
れ
、

英
国
の
世
界
市
場
構
造
に
占
め
る
ア
ヘ
ン
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
全
く
書
及

き
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
外
人
税
務
司
制
度
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
そ

れ
が
二
重
の
役
割
を
演
じ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
む
し
ろ
英
国

の
利
益
代
弁
者
と
し
て
の
役
割
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
艦
隊
事
件
に
つ
い
て
も
そ
の
経
過
を
詳
細
に
追
究
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
件

の
歴
史
的
意
義
、
就
中
外
交
史
的
意
義
は
必
ら
ず
し
も
解
明
さ
れ
た
と
は
い

い
が
た
い
。
す
な
わ
ち
、
艦
隊
計
画
は
中
英
相
互
の
理
解
の
欠
如
に
よ
っ
て

破
綻
し
た
「
空
想
」
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
事
件
を
以
っ
て
「
甕
想
の

時
代
」
は
終
り
、
両
国
間
の
相
互
理
解
も
一
歩
前
進
し
た
と
い
う
把
握
の
仕

方
に
は
い
ま
ひ
と
つ
も
の
た
り
な
さ
を
感
じ
る
。
要
す
る
に
、
艦
隊
事
件
の

歴
史
的
意
義
は
、
中
国
の
半
植
民
地
化
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
中
で
、
当
該

段
階
に
お
け
る
中
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
を
前
婦
に
、
中
吊
双
方
の
国
内
事

清
を
も
踏
ま
え
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
本
書
の
内
容
紹
介
、
並
び
に
若
干
の
疑
問
点
を
述
べ
さ
せ
て
戴
い

た
。
最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
主
題
は
レ
イ
の
公
的
活
動
を
解
明

す
る
こ
と
に
あ
り
、
レ
イ
に
関
す
る
本
格
的
な
研
究
は
本
書
が
は
じ
め
て
で

あ
る
。
本
書
が
レ
イ
と
い
う
個
人
の
活
動
を
通
じ
て
十
九
世
紀
中
葉
に
お
け

る
中
英
関
係
の
生
々
し
い
一
側
面
を
現
ら
か
に
し
え
た
こ
と
は
、
中
殿
近
代

外
交
史
研
究
に
稗
益
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
大
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
本
書
の
紹
介
に
際
し
、
著
者
の
意
を
充
分
に
紹
介
で
き
な
か
っ

た
り
、
或
い
は
誤
解
し
た
点
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
筆
者
に
責
任
が
あ

り
、
著
者
並
び
に
読
者
諸
氏
の
御
海
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
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